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   問 9 

問 9 平成 29 年度［問 13］    

 

契約の種類と内容 

賃貸借契約（601 条～621 条） 
 

 Ａがその所有する甲マンションの 101 号室をＢに賃貸した場合に関する
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 

 

１ Ｂが 101 号室を、Ａの承諾を得ずにＣに転貸した場合において、Ｂの
転貸がＡに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情の存在をＢが
主張立証したときは、ＡはＢとの賃貸借契約を解除できない。 

２ Ｂが 101 号室を、Ａの承諾を得てＤに転貸したとき、Ａは、Ｂに対し
て賃料の請求をすることができるが、Ｄに対して直接賃料の請求をする
ことはできない。 

３ Ｂが 101 号室を、Ａの承諾を得ずにＥに転貸したとき、ＢＥ間の転貸
借契約は無効である。 

４ Ｂが 101 号室を、Ａの承諾を得てＦに転貸したときでも、ＡとＢが賃
貸借契約を合意解除すれば、Ａは合意解除をもってＦに対抗することが
できる。 

 

  

Ａ 
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■■〔正解〕１ ■■ 

□□ １ 正 ⇒総合講義上45頁 
賃借人が賃貸人に無断で賃借物を転貸して、第三者に賃借物の使用
又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができ
る（民 612 条２項）。もっとも、この場合においても、賃借人の当該
行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情が
あるときは、解除権は発生しない（最判昭 28.9.25）。したがって、解
除権は生じず、ＡはＢとの賃貸借契約を解除できない。 

□□ ２ 誤 ⇒総合講義上45頁 
賃借人が賃貸人の承諾を得て賃借物を転貸したときでも、転借人は、
賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度
として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を
負う（民 613 条１項前段）。したがって、Ｄは、Ａに対し、直接に賃
料支払義務を負い、Ａは、Ｄに対して直接賃料を請求することがで
きる。 

□□ ３ 誤 ⇒総合講義上45頁 
賃貸人の承諾を得ずに転貸借がなされたとしても、賃貸人に賃貸借
契約についての解除権が発生するだけであり、転貸借契約は有効で
ある。したがって、ＢＥ間の転貸借契約は、当事者間においては有
効である。 

□□ ４ 誤 ⇒総合講義上46頁 
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との
間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗するこ
とができない（民 613 条３項本文）。したがって、Ａは合意解除をも
ってＦに対抗することができない。 
ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除
権を有していたときは、この限りでない（民 613 条３項ただし書き）。 
  
  




